
議第 1号

令和 3年度金山町一般会計補正予算 (第 10号)の専決処分の承認について

地方自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 179条第 1項の規定により、令和 3年度金山町一般会

計補正予算 (第 10号)について別紙のとおり専決処分したことについて承認する。

提 案 理 由

国の補正予算事業として実施する子育て世帯への臨時特別給付金事業について、現金及びクーポン

による支給方法を現金一括支給へ変更するための対応や、新たな変異ウイルスの流行に備え新型コロ

ナウイルスフクチンの追加接種事業の開始を早めるため、ワクチン接種委託料や接種体制確保に関連

する準備を早急に実施する必要があつたため、補正予算を定め、地方自治法 (昭和 22年法律第 67

号)第 179条第 1項の規定により専決処分したので、同条第 3項の規定により承認を求めるため提

案するものである。

令和 4年 3月 7日 提出

金 山 町 長 佐 藤 英 司



専第 9号

令和 8年度金山町一般会計補正予算 (第 10号)の専決処分について

令和 3年度金山町一般会計補正予算 (第 10号)を別紙のとおり定め、地方自治法 (昭和 22年法

律第 67号)第 179条第 1項の規定により専決処分する。

令和 3年 12月 15日 専決

金 山 町 長 佐 藤 英 司



専第 9号の表紙

令和 3年度

金山町一般会計補正予算

(第 10号 )

金 山 町



専第 9号

令和 3年度金山町一般会計補正予算 (第 10号)

令和 3年度金山町一般会計補正予算 (第 10号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算補正)  i

第 1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 65千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ4, 330, 135千 円と定める。

2 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

1表 歳入歳出予算補正」による。
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第 1表 ;歳 入 歳 出 予 算 補 正

1 歳 入 (単位 :千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

14 国庫支出金 557,474 △65 557,409

1 国庫負担金 328,537 △ 729 327,808

2 国庫補助金 223,315 664 223 979

歳 入 合 計 4,330,200 △65 4,330,135
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2歳 出 (単位 :千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

3民 生 費 1,056,135 △ 729 1,055,406

2 児童福祉費 356,440 △ 729 355,711

4衛 生 費 376,790 664 877,454

1 保健衛生費 197,862 664 198,526

歳 出 合 計 4,330,200 △ 65 4,380,135
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令和 3年度

金山町一般会計補正予算に関する説明書

(第 10号 )

金 山 町
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款 補正前の額 補 正 額 計

14 国庫支出金 557,474 △  65 557,409

歳 入 合 計 4,330,200 △ 65 4,330,135

1 総

鯨

括
| 一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

入 ) (単位 :千 円)
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(歳 出)

補正前の額 補 正 額 計

3民 生 費 1,056,135 △ 729 1,055,406

4衛 生 費 376,790 664 377,454

歳 出 合 計 4,330,200 △ 65 4,380,135
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(単位 :千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

定特 財 源

国庫支出金 県支出金 地 1方 債 そ の 他
一 般 財 源

△ 729

664

△ 65
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2歳 入

款   項   目 補正前の額 補 正 額 計

14 国庫支出金 557,474 △ 65 557,409

1 国庫負担金 328,537 △ 729 327,808

1 民生費国庫負担金 282,746 △ 729 282,017

2 国庫補助金 223,315 664 223,979

3 衛生費国庫補助金 16,292 664 16,956

歳 入
△
口 計 4,380,200 △ 65 4,330,135

(一般会計)
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(単位 :千円)

節

区  分 金  額
説 明

2餐
冠爆祉費 △ 729 子育て世帯への臨時特別給付金事務費負担金 △ 729

1

籍銹懲
生費 664 新型コロナタイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 664

-11-



3歳 出

(款 )

(頂 )

費
福祉費

3 民 生
児童2

款 項  目 補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳

特定財源 一般財源

3 民 生 費 1,056,135 △ 729 1,055,406 △ 729

2 児童福祉費 356,440 △ 729 355,711 △ 729

2 児童措置費 149,205 △ 729 148,476 国庫支出金
△729

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計
補正額の財源内訳

特定財源 一般財源

4 衛 生 費 376,790 664 377,454 664

1 保健衛生費 197,862 664 198,526 664

4 予 防 費 71,698 664 72,362 国庫支出金
664

(款)4衛 生 費
(項) 1 保健衛生費

歳 出 合 計 4,330,200 △ 65 4,330,135 △ 65

(一般会計)
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節

説 明
区  分 金  額

7報 償 費 △ 34,900 子育て世帯への臨時特別給付金事業 (ク ーポン支給分)   △34,900

10需 用 費 89 ①消耗品費
④印刷製本費

49
40

11役 務 費 △ 818 ①通信運搬費
④手数料

△ 571
△ 247

18負担金補助
及び交付金

34,900 子育て世帯への臨時特別給付金 34,900

(単位 :千円)

(単位 :千円)

節

説 明
区  分 金  額

13使用料及び
賃借料

264 送迎車両使用料 264

17備品購入費 400 会場設営用備品購入費
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